
別表1併合判定参考表

障害の 程度 �番 号 �区 分 �障　害　の　状　態 

1 級 �1 号 �l �両眼が失明したもの 

2 �両耳の平均純音照カレベル恒が100デシベル以上のもの 

3 �両上肢を肘関節以上で欠くもの 

4 �両上肢の用を全く廃したもの 

5 �両下肢を膝関節以上で欠くもの 

6 �両下肢の用を全く魔したもの 

7 �体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がるこ 
とができない程度の障害を有するもの 

8 �身体の機能の随喜又は長期にわたる安静を必要とする病状がβ 
常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

9 �精神の障害で日精生活の用を弁ずることを不能ならしめる経度 のもの 

10 �両眼の視力の和が0，04以下のもの 

11 �両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの 

12 �両上肢のすべての指の用を全く廃したもの 

13 �両下肢客足関節以上で欠くもの 

2 級 �2 号 �1 �両眼の視力の和が0．05以上0．08以下のもの 

2 �平衡機能に著しい障害を有するもの 

3 �そしゃくの機能を欠くもの 

4 �音声又は旨語の機能に著しい障害を有するもの 

5 �両上肢のすべての指を追使指簡閲関節（おや指にあっては指節 
間関節）以上で欠くもの 

6 �体幹の機能に歩くことができない経度の障害を有するもの 

3 号 �1 �両耳の平均純音聴力レベル個が00デシベル以上のもの 2 �両耳の平均純音鼠カレベル健が50デシベル以上でかつ、最良 
筒音明瞭度が30％以下のもの 

3 �両上肢のすべての指の用を腐したもの 

4 �両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効 
長が0のもの 

5 �両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの 

6 �両下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 



2 級 �4 号 �l �一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0ものも 
2 �一上肢の用を全く廃したもの 

3 �一上肢のすべての指の用を全く廃したもの 

4 �両下肢の10址を中足鵬関節以上で欠くもの 

5 �一下肢の用を全く磨したもの 

6 �ー下肢を足関節以上で欠くもの 

7 �身体の機鰹の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限 

を加えることを必要とする程度のもの 

8 �精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活 
に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

3 級 �5 号 �l �両眼の視力がそれぞれ0．06以下のもの 

2 �一眼の視力が0．02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0．1以下に 
減じたもの 

3 �両耳の平均純音聴力レベル値が00デシベル以上のもの 

4 �両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満 
で、かつ、最良語普明瞭度が80％以下のもの 

6 号 �l �両眼の視力が0．1以下に減じたもの 

2 �そしやく又は言語の機能に相当程度の障膏を残すもの 

3 �脊柱の機能に著しい障害を残すもの 

4 �一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの 

5 �一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廉したもの 

6 �雨上枝のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの 

7 �一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を 近位棺飯田関節（おや指にあっては指師間関節）以上で欠くのも 

の 

8 �一上肢のすべての指の用を廃したもの 

9 �一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0の 
もの 



3 穀 ��7 号 �1 �両耳の平均純音聴力レベル笛が抑デシベル以上のもの 

2 �両耳の平均純音聴力レベル儀が50デシベル以上で、かつ、最良 
請書明瞭度が即％以下のもの 

3 �長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 

4 �一上肢のおや指及びひとさし指を追随指簡閲関節（おや指にあ 
っては指節間関節）以上で欠くもの、又はおや指若しくはひと 

さし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節（おや指にあって 

は指節闇関節）以上で欠くもの 

5 �おや指及びびとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの 

6 �一下肢をリスブラン関節以上で欠くもの 

7 �両下肢の10鰻の用を廃したもの 

8 �身体の横線に労働が著しい制限を受けるか、又は労鋤に著しい 
制限を加えることを必夏とする程度の離宮を残すもの 

9 �精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働把 
著しい制限を加えることを必要とする程度の陪審を残すもの 

3 扱 （ 治 ら な い も の ヽ一′ �障 害 手 当 金 （ 治 �8 号 �l �一眼の視力が0．02以下に減じたもの 
2 �脊柱の機儀に障害を残すもの 

3 �ー上肢の8大関節のうち、1関節の用を度しだもの 

4 �一下肢の8大関節のうち、1関節の用を擬したもの 

6 �一下肢が5センチメートル以上短縮したもの 

6 �一上肢に偽関節を残すもの 

7 �一下肢に偽関節を残すもの 

8 �一上肢のおや指を拍簡閲関節で欠き、かつ、ひとさし指以外の 
l指を近位階晴間関節以上で欠くもの 

9 �一上肢のおや指及びひとさし指の用を廃したもの 

10 �おや指又はひとさし指を併せ－上肢の3指以上の用を廃したも 
つ た ���の 

11 �一下肢の5唖を中足址節関節以上で欠くもの 

12 �精神又龍神経系絢こ労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 
も の ） ���加えることを必要とする程度の障書を残すもの 

9 号 �1 �両眼の視力が0．6以下に減じたもの 
2 �一眼の視力が0．06以下に減じたもの 

8 �両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

4 �両眼による視野が2分のl以上欠損したもの又は両眼の視野が 
10度以内のもの 



3 薮 （ 治 ら な ーヽ も の �障 害 手 当 金 〈 治 っ た も の ） �9 号 �5 �一耳の平均純音聴力レベル健が90デシベル以上のもの 

6 �そしやく及び露語の機能に障害を残すもの 

7 �鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 

8 �一上肢のおや指を指節榔関節以上で欠くもの 

9 �一上肢のおや指の用を全く廃したもの 

10 �ひとさし指を併せ一上肢の2指を近位指簡閲関節以上で欠くも 
の 

11 �おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指を近位指節闇関節以 
上で欠くもの 

12 �一上肢のおや指を併せ2指の用を磨したもの 

13 �一下肢の第1唖を併せ2以上の唖を中足馳節関節以上で欠くも 
の 

14 �一下肢の5蛙の用を廃したもの 

10 号 �1 �一眼の視力が0．1以下lこ減じたもの 

2 �両眼の調整機能及び幅鞍機能に著しい庵書き残すもの 

3 �一章の平均純音聴力レベル臆が80デシベル以上のもの 

4 �そしやく又は言語の機館に陣容を残すもの 

5 �ー上肢の3大関節のうち、l関節に著しい機能障害を残すもの 

6 �一下肢の3大関節のうち、l関節に著しい機能障害を残すもの 

7 �ー下肢を3センチメートル以上短施したもの 

8 �長管状骨に著しい転位変形を残すもの 

9 �一上肢のひとさし指を退位指節同関節以上で欠くもの 

10 �おや指及びびとさし指以外の一上肢の2指を通性指節闇関節以 ） ����上で欠くもの 

11 �一上肢のおや指の用を廃したもの 

12 �ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの 

18 �おや指及びひとさし指以外の一上肢の8指の用を廃したもの 

14 �一下肢の第1旺又は他の4址を中尾唖節関節以上で欠くもの 

15 �身体の機能に労働が制限を受けるか、又は剃帥こ制限を加える 
ことを必要とする程度の障害を残すもの 



11 号 �1 �両眼の禦節機能又は連動機掛こ著しい障害を残すもの 

2 �両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 

8 �一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

4 �一耳の平均紳管轄カレベル健が的デシベル以上のもの 

5 �一上肢のなか指又はくすり指を近位階節間関節以上で欠くもの 

6 �一上肢のひとさし指の用を廃したもの 

7 �おや指及びびとさし指以外の一上肢の2指の用を廃したもの 

8 �第1瞳を併営一下肢の2址以上の用を度しだもの 

12 号 �1 �一眼の調節機能に著しい障害を残すもの 

2 �一眼のまぶねに著しい運動障害を残すもの 

3 �一上肢の3大国節のうち、1関節に機能障害を残すもの 

4 �一下肢の3大関節のうち、l関節障機能障害を残すもの 

5 �長管状骨に奇形を残すもの 

6 �一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの 

7 �一下肢の第1旺又は他の4臓の用を磨したもの 

8 �一下肢の籍2瞳を中足蹴節関節以上で欠くもの 

9 �第2蛙を併せ一下肢の2蟻を中足唖節関節以上で欠くもの 

10 �一下肢の第8睦以下の8址を中足曲節関節以上で欠くもの 

11 �局部に調な神経症状を残すもの 

18 号 �1 �一眼の視力が0．6以下に減じたもの 

2 �一眼の半盲症、視野狭窄又は視野褒状を残すもの 

3 �両眼のまぶたの一部に欠損を残すもの 

4 �一上肢の小指を近位指節間関節以上で欠くもの 

5 �一上肢のおや指の拍骨の一都を欠くもの 

6 �一上枝のひとさし指の指笛の一都を欠くもの 

7 �一上肢のひとさし指の遼位指節間関節の屈伸が不縁になったも 
の 

8 �一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 

9 �一下肢の第3唖以下のl又は2址を中足唖節関節以上で欠くも 
の 

10 �一下肢の第2址の用を廃したもの 

11 �第2址を併せ一下肢の2址の用を磨したもの 

12 �一下肢の第3曲以下の3鮎の用を廃したもの 


